
＜ 美 幌 町 議 会 年 表 ＞ 

明治33年４月 総代人を設置。 

大正４年４月 ２級町村制の施行により総代人制を廃止。 

大正４年５月 第１次村議会12人の選挙を行う。 

大正８年３月 津別村分村により議員５人欠員、その補欠選挙を行う。 

大正12年４月 １級町村制施行により「美幌村」を「美幌町」と改称した。 

大正12年５月 町村議員選挙30日に１級10人、31日に２級10人、計20人が２日間にわたり

選出された。 

昭和４年５月 １、２級別の選挙が廃止され31日に24人の選挙を行う。 

昭和21年10月 町村制の一部改正により議長（従来町長）を議員から選出することにな

り、同月９日の町会において選挙した。 

昭和22年４月 地方自治法の施行により、４月30日に初の議会議員選挙が行われ、26人が

当選した。 

昭和26年４月 議員の定数減条例制定、法定30人を26人として選挙を執行した。 

昭和33年６月 議会事務局を設置。 

昭和34年４月 定数減条例を廃止、法定どおり30人の選挙を執行した。 

昭和35年10月 現議会議事堂落成、移転。 

昭和37年２月 優良議会として全国議長会より受賞。 

昭和38年４月 議会の定数減条例施行、法定30人を26人として選挙を執行した。 

昭和42年３月 「美幌町議会史」を発刊。 

昭和56年11月 議会に対する認識と協力を得るため、町民を対象に模擬町議会を開催し

た。 

昭和61年３月 議員定数条例を改正、次の選挙より22人に削減。 

昭和62年３月 「美幌町議会史」第２巻発刊。 

昭和62年４月 議員定数減条例施行、法定30人現員26人を22人として選挙執行。 

平成３年６月 地方自治法改正による議会運営委員会設置。 

平成11年４月 議員定数減条例施行、法定30人現員22人を20人として選挙執行。 

平成12年４月 議会を実施機関の一つとした美幌町情報公開条例施行。 

平成12年４月 委員会の一部公開を行う。 

平成12年９月 議会の組織、運営の改革に関して審議することを目的とした議会改革検討

委員会を設置。 

平成13年３月 議会改革検討委員会より第２次答申がなされ、諮問機関（審議会、委員

会）への議員の就任については、執行機関と議決機関との権力分立の趣旨

から法定等に定めのあるもの、特別な事情のあるものと認められるものを

除き基本的に制限することとした。 

平成13年６月 議会改革検討委員会より第３次答申がなされ、「美幌町議会議員の報酬及

び費用弁償等に関する条例」で規定する費用弁償のうち、町内日当1,400



円の廃止を第17回美幌町議会定例会において議員提案し可決される。 

平成15年２月 議員定数条例を改正、次の一般選挙より18人に削減。 

平成15年３月 議会改革検討委員会より第４次答申がなされ、議員の運営費補助金交付団

体の長への就任は望ましくないものとした。 

平成15年３月 美幌町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例を改正、退職時の月額報

酬を、就任時と同様に日割り支給とすることとした。また、町外日当につい

て、道外4,000円を 

3,500円に、道内2,800円を2,500円に改正した。 

平成15年４月 議会定数減条例施行、法定26人、現員19人(１人欠員)を18人として選挙執

行。 

平成16年３月 厳しい財政状況から、16年度支給の期末手当における役職加算(15％)を凍

結。  

平成17年３月 16年度に引き続き17年度支給の期末手当における役職加算(15％)を凍結。 

平成18年３月 行財政改革推進のため、報酬及び費用弁償に関する条例を改正。町外日当

の道外・道内区分を統合し支給額を2,500円に、また、宿泊料の改正(減

額)、定額車賃の支給区分を改正した。 

平成18年６月 議員定数等調査特別委員会の調査結果報告を受け、議員定数条例を改正、

次の一般選挙より14人に削減。 

平成19年４月 議員定数減条例施行、法定26人、現員17人(１人欠員)を14人として選挙執

行。 

平成19年11月 報酬及び費用弁償に関する条例を改正。期末手当支給月数を0.05カ月引き

上げるも現任期中(23年４月まで)は据え置くこととし、修正可決した。 

平成21年12月 議員報酬及び費用弁償に関する条例を改正。平成22年４月より町内費用弁

償及び200㎞未満の町外日当を廃止した。 

平成22年11月 議員からの招集請求により臨時会を開会。国にＴＰＰ交渉参加反対の意志

を伝えるため意見書を可決した。 

平成23年１月 議員提案により美幌町議会の政務調査費に関する条例を制定。平成23年５

月より政務調査費（月２万円）を支給できることとした。 

平成23年１月 議員提案により議員報酬及び費用弁償に関する条例を改正。平成23年５月

より期末手当支給月数を1.0カ月引き下げ、2.95カ月とした。 

平成23年５月 美幌町自治基本条例に基づく議会改革特別委員会を設置。議会報告会、反

問権の付与、議員間の自由討議などの手法を規定するため、平成24年３月

末日を調査期限に議論を進めることとした。 

平成24年３月 美幌町自治基本条例に基づく議会改革特別委員会より調査結果報告。町民

との意見交換会、議会報告会、一問一答方式、反問権の付与及び議員間の

自由討議の導入について、会議規則等の改正を行った。 

平成24年６月 長期欠席者の議員報酬等調査特別委員会設置。議員活動を長期欠席した場

合における議員報酬等の取扱いについて議論を進めることとした。 



平成24年７月 長期欠席者に係る資格審査特別委員会設置。 

平成24年９月 資格審査特別委員会より調査結果報告。長期欠席者の居住実態が無いと

し、９月18日付けで議員資格失職。 

平成24年12月 長期欠席者の議員報酬等調査特別委員会より調査結果報告。議員活動を長

期欠席した場合に議員報酬等を減額する独自の措置を講ずるため、新たに

美幌町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例を制定した。 

平成25年６月 議員提案により議員報酬及び費用弁償等に関する条例を改正。平成25年７

月から平成26年３月までの９ヶ月間、議員報酬を月額２％減額することと

した。 

平成26年２月 美幌町議会及び議員災害時行動マニュアルを制定した。 

平成26年３月 美幌町議会ホームページを新たに開設した。 

平成26年12月 議会で初めて、全議員同意による政策提言書（子育て支援・地域包括ケア

の強化）を町長に提出した。 

平成27年１月 総務文教厚生常任委員会が委員会として初めて町民を対象に活動報告会を

開催した。 

平成28年３月 美幌町議会議員全員が有志となり、「食とくらしを考える講演会」を開催

した。 

平成29年９月 美幌町役場新庁舎等建設調査特別委員会を設置。平成32年度建設工事完

了、平成33年度供用開始の新庁舎等建設に向け、議会として基本的な考え

を示すために、調査・研究を進めることとした。 

平成30年12月 使用料等審査特別委員会を設置。平成31年３月末日を期限とし、審査を行

うこととした。 

平成31年３月 美幌町役場新庁舎等建設調査特別委員会より調査結果報告を行った。 

平成31年３月 使用料等審査特別委員会より審査結果報告を行った。 

令和２年６月 議員提案により議員報酬及び費用弁償に関する条例を改正。令和２年７月

から令和３年３月まで報酬月額を５％減額することとした。（新型コロナ

ウイルス感染症の影響を鑑み） 

令和３年５月 美幌町役場新庁舎供用開始、庁舎３階へ議場等を移転。 

令和３年５月 常任委員会を総務福祉常任委員会・経済教育常任委員会へ名称及び構成を

変更。 

令和３年８月 美幌町議会改革・活性化調査研究特別委員会を設置。議会のＩＣＴ化、活

性化等について調査研究を行うこととした。 

令和３年11月 ＩＣＴ導入委員会を設置。議会ＩＣＴ導入にあたって細部の検討を行うこ

ととした。 

令和４年１月 美幌町議会ＩＣＴ化推進計画を策定。ＩＣＴ導入委員会より美幌町議会改

革・活性化調査研究特別委員会に対し、調査結果報告を行った。 

令和４年６月 美幌町議会改革・活性化調査研究特別委員会より調査結果報告を行った。 



令和４年12月 議会ＩＣＴ化により１２月定例会からタブレット端末の本格運用を開始。 

令和５年３月 美幌町議会委員会条例を改正。特例として、委員会のオンライン開催を可

能とすることとした。また、令和５年５月１日から議会運営委員会の委員

定数を５名から７名以内とすることとした。 

令和５年３月 議員提案により美幌町議会の個人情報の保護に関する条例を制定。（令和

５年４月１日施行） 

令和６年６月 議会活動の情報を積極的に伝え、透明性を高めるとともに、町民の多様な

意見を広く聴く機会を設け、その意見やニーズ等を把握し、町への政策提

言や議会活動の充実強化につなげることを目的として、町民との対話の場

「議員カフェ」を初めて開催。 

令和６年11月 第２回目となる議員カフェを開催。 

令和７年３月 美幌町ホームページのリニューアルに併せ、美幌町議会ホームページをリ

ニューアルした。 

令和７年３月 美幌町議会会議規則の一部を改正。円滑な議事運営に図るため、令和７年

４月１日から会議時間を午前９時30分から午後4時30分までに変更するこ

ととした。 

令和７年３月 令和７年４月１日より体調管理のための水分補給（水またはお茶）を認

め、議員及び出席説明員の議場、委員会室及び説明員控室への飲物の持ち

込みを認めることとした。 

令和７年３月 美幌町傍聴規則の一部を改正。令和７年４月１日より傍聴席における体調

管理のための水分補給（水またはお茶）を認めることとした。 

令和７年３月 全議員同意による政策提言書（認知症予防対策の強化）を町長に提出し

た。 

令和７年５月 総務福祉常任委員会及び経済教育常任委員会の構成を変更。 

令和７年９月 議員提案により美幌町議会ハラスメント防止条例を制定。議員一人一人が

行動や言動に配慮し社会的信用や町民からの信頼を失うことのないよう高

い意識を持ち、町職員に対するハラスメント及び議員間のハラスメントを

防止し良好な職場環境の確保と議会の効率的な運営を目的とすることとし

た。（令和７年９月９日施行） 

令和７年９月 美幌町議会向上推進（～よりはたらく議会を目指して～）特別委員会を設

置。美幌町議会をよりよいものとするために議会広報・議会モニター制

度・議員カフェ・議員のなり手対策の４項目について議会全体で調査・研

究することとした。 

令和７年９月 使用料等審査特別委員会を設置。令和７年11月末日を期限とし、審査を行

うこととした。 

令和７年11月 使用料等審査特別委員会より審査結果報告を行い、１８件のうち８件を原



案可決、４件を原案否決、６件を修正可決すべきものと決定した。 

令和７年11月 報酬及び費用弁償に関する条例を改正。月額報酬を議長32万円から33万 

6,000円、副議長26万円から27万3,000円、委員長24万7,000円から26万

円、議員23万7,000円から24万9,000円にそれぞれ改定、期末手当の支給割

合を3.55月分から4.65月分に改定することとした。（令和８年４月１日施

行） 

令和８年２月 美幌町議会の取組を町民に伝え、一緒に楽しく本音の意見交換を行う「議

会報告会」「議員カフェ」「議会フォーラム」という様々な形式での催し

である「議会フェスタ～びほろをつくる本音トーク会～」を初めて開催。 


